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～自転車を安全に利用しよう～

自転車安全利用五則

１ 車道が原則、左側を通行

歩道は例外、歩行者を優先

２ 交 差 点 で は 信 号 と 一 時 停 止 を 守 っ て 、

安全確認

３ 夜間はライトを点灯

４ 飲酒運転は禁止

５ ヘルメットを着用

・

悪 質商法の手口
★利殖勧 誘 事 犯 ★ 送 り付 け 商 法 ★ 住宅 リフ ォー ム詐 欺商 法

★キャッチセールス ★マルチ商法 ★訪問購入

◎ 悪質商法の被害にかからないために

業者からの勧誘を受けたり、契約するときは、次の「悪質商法撃退１０か条」を参考にしてください。

〇何の用？ しっかり聞こう 身分と用件 〇おかしいと 思ったときは ドア閉めて

〇もうかります そんな言葉に ご用心 〇あやしいぞ 人のフトコロ聞く 業者

〇勇気出し はっきり言おう いりません 〇しつこいな そんな相手は １１０番

〇迷ったら 一人で悩まず まず相談 〇サインして あとでしまった もう遅い

〇契約は してもお金は 後払い 〇あなたです！ 自分の財産 守るのは




